
Ｒ2年度改訂　北信圏域障害者差別解消支援地域協議会

受付日 令和　　年　　月　　日（　　）　　時　　分～　　時　　分 □電話　□来所　□その他（　　）

受付機関
□　　　　　市・町・村　　　　　　　課

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
対応者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□自宅　□施設等（　　　　　　　　　　）

(基本情報）

相談者

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　□匿名 所属機関名

住所 電話番号

本人との
関係

□本人　　□ご家族　　□関係者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人の
状況

ふりがな 年齢 　　　　　　歳 性別 □男　□女

氏　名 電話番号

住　所

障がい種別
□身体障がい　□知的障がい　□精神障がい　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

※わかる範囲で記載

特記事項

住　所 電話番号

その他
特記事項

相手方の
状況

区　分 　□行政機関　　□事業者

行政機関
事業者名

障がい者差別解消法にかかわる相談受付票（案）



具体的な事柄（日時、場所、内容等）

(相談内容）

相談区分
　□不当な差別的取扱い　□合理的配慮の不提供　□合理的配慮の要望　□環境整備
　□その他（　　　　　　　）

相談分野
□福祉サービスの提供　　□医療の提供　　□商品およびサービスの提供　　□労働及び雇用
□教育　　□建築物の利用　　□交通機関の利用　　□不動産取引　　□情報の提供等
□意思表示の受領　　□その他

希望内容
□相手方との調整　　□相談者への助言　　□聞き取りのみ
□関係機関等へ引継（引継先：　　　　　　　　　　　　　　）

今後どうしてほしいか※相談者の意向を具体的に記載

(対応状況）

対応所属 □　　　　市・町・村　　　　　課　□その他（　　　　　　　　　） 対応者：

対応区分
□相手方との調整　　□相談者への助言　　□聞き取りのみ
□関係機関等へ引継（引継先：　　　　　　　　　　　　　　）

※今後の方向性

年　月　日 対　　応　　記　　録

不当な差別的取扱い・・・障害を理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を
　　　　　　　　　　　　つけたりすることで、障がい者の権利利益を侵害すること。
合理的配慮の不提供・・・障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で社
　　　　　　　　　　　　会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行わないことで、障がい者の権利利益を侵害するこ
　　　　　　　　　　　　と。
合理的配慮の要望・・・・障害のある人から何らかの配慮（社会的障壁を取り除くために、必要な工夫や変更を行うこと）を
　　　　　　　　　　　　求める意思の表明をすること。
環境整備・・・・・・・・不特定多数の障害のある人を主な対象として行われる事前的改善措置で、バリアフリー化介助者と
　　　　　　　　　　　　の人的支援、情報アクセシビリティの向上等。

処理状況 □相談終了　　　□相談継続（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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